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１年生のみなさん  

入学おめでとうございます！ 

 桜の花が咲き誇る４月７日に、ピカピカの 1 年生 114 人を

迎え、入学式を行いました。今年は、新型コロナウィルス感染拡大防止のために、新

２年生と新６年生の参加を見送り、また保護者のみなさまには教室に入ることを遠

慮していただくなど残念なこともありましたが、元気いっぱいの１年生を迎えるこ

とができたことは大変うれしく思います。 

 

今年も、学校だよりを発行しながら、学校全体の様子や教育方針等をお伝えしてい

きたいと思っています。また、ホームページにも学校の様子等を掲載していきますの

で、ご覧いただきたいと思います。今年度もよろしくお願いします。 

 

 さて、入学式では南丘小学校で過ごす毎日が素敵な日々になるように、学

校に来るのが楽しみだと思えるように、今年は「花咲き山」（斎藤隆介作）

のお話を使ってあいさつをしました。 

 このお話は、あやという十歳の女の子が、ある日山の奥へ行き過ぎて道に

迷ってしまったところからお話が始まります。ふと、あたりを見回すとそこ

には見たこともない素敵な花が一面に咲いています。その花一つひとつがとてもき

れいに咲いているので、不思議に思ったあやはそこにいるやまんばに尋ねま

した。すると、やまんばはこう答えます。 

 「この山の花は、村の人が優しいことを一つすると、一つ咲くのだ。」 

 あやの足元にきれいな赤い花が咲いていました。その花はあやの優しい行いによ

って咲いた花だったのです。昨日あやの妹のそよがおかあさんに「みんなのような赤

い着物買ってほしい」と泣いてねだりました。その時にあやが妹のために「私はいら

ないから妹の着物を買ってやって」と頼みます。貧しくて祭りに行くときの

二人の着物を買うことができないことをわかっていたからです。あやは、妹

のそよのために我慢をした…その時に赤いきれいな花が咲いたの

です。やまんばは続けていいました。 

「つらいのをしんぼうして、自分のことより人のことを思って涙をいっぱ

いためてつらいのをしんぼうすると、その優しさとけなげさがこうして花になって

咲き出すのだ。」 

 と・・・。 

 学校はたくさんの友達と仲良く、楽しく過ごすところです。でも、おうちと違って

時には自分の思うとおりにならないこともあります。また、今は学校が休みになった

り、どこかに出かけられなかったりと・・・我慢をしないことがたくさんあります。

そんな時に、ちょっとこの話を思い出してください。優しさが花になる、我慢してし

んぼうすると花になる、ここにいる新１年生のみなさん一人ひとりの優しさやしん

ぼうが花になると、この会場のようにたくさんの花が咲いてとても優しくて、温かい

学校になるのです。みんなで協力し合って、分かり合って、つながって・・・たくさ

んの花をさかせる１年にしてほしいと思います。 

南丘小学校のみんなにとって、素晴しい 1 年になることを願っています。 

そして、みんなで温かく優しい安心できる学校をつくっていきましょう！ 

 

お し ら せ 
 

 学校連絡メールでもおしらせしましたが、学校は５月６日（水）まで臨時休業とな

ります。しかし、長引く休校や行動の自粛を求められ、子どもたちは不安な日々を過

ごしていることと思います。今回、休業期間中であっても週に２回程度登校日を設定

してもよいとのことですので、「南丘小 臨時休業期間中の登校日に係るガイドライ

ン」を作成し登校日を設定しましたので、お知らせいたします。 

 

「南丘小 臨時休業期間中の登校日に係るガイドライン」 

（１）趣旨 

  新型コロナウイルス感染症に伴う臨時休業が長期間に及ぶことから、児童の心

身の健康状態や学習状況の把握を行い、適切に指導するとともに、学校再開後の教

育活動等を円滑に実施するため、登校日を設定します。 

（２）登校日 

  登校日は次の通りとし、いずれも９時までに登校し（門の開錠は８時３０分）、

11 時ごろ下校します。（１年生は当面の間１０時ごろ下校予定）  

 ①月曜日・・・１年生（本館１階） ４年生（本館３階） ６年生（本館２階） 

  ②火曜日・・・２年生（本館３階） ３年生（本館２階） ５年生（西館２階） 

  ③木曜日・・・地域別登校（１、２丁目の子ども達） 

  ④金曜日・・・地域別登校（３丁目の子ども達）       裏面に続く 

   但し、４月９日（木）は１，４，６年生、４月１０日（金）２，３，５年生の
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登校日とし、来週より①～④の登校日を実施します。 

（２）登下校の安全確保 

登下校についての安全確保のため、登校については保護者の見守りをお願いし

ます。下校については、下校時にメール配信をし、北がえりはリバーガーデンの

入り口、南がえりは上天竺橋の横断歩道を渡ったところまで教職員が送ります。 

   児童の安全を確保するために、欠席の際は電話で連絡をお願いします。 

（３）登校時の活動内容 

   学習課題の提示や健康観察等を中心に、一人で学習が進められるような支援

や予習の方法等を学ぶ時間とします。 

（３）感染拡大防止のための措置 

  ①登校後は学校内に入らず、運動場で待機する。但し、雨の場合は教室の自席で

読書や自習をします。 

   ※雨の時は本など持参する。（学校の図書館は感染防止のため開放しない） 

  ②９時に運動場で学級ごと朝の会をし、健康チェックをする。健康調査は毎日家

で保護者確認のもと検温、体調管理し、登校時に担任が確認します。 

   ※連絡帳に健康チェックシートを貼りますので記入ください。 

  ③普通教室に入る人数は２０人程度とし、学年別登校の際は、教室を２分割し２

教室で活動します。その際、低学年・中学年・高学年に分かれて、１教室に一

人教員を配置します。学級全体で活動する際は、体育館や運動場にて行いま

す。 

   ※５年１組には、５年１組の担任と６年１組の担任が指導等にあたります。 

   ※教室を併用するため、教室には体育館シューズ以外の個人の持ち物は置か

ない。 

  ④教室の窓等は全開し、風通しをよくし、空気が循環するよう保ちます。 

  ⑤活動の間は、教職員・児童ともマスクを着用し、手洗いをこまめにする。 

（４）その他 

  ①このガイドラインは、緊急事態宣言が発出された場合は変更することがあり

ます。 

  ②休業中の登校日は出席日数に含みません。 

   

大阪府内小中学校等の児童・生徒等、保護者及び学校関係者の皆さんへ 
 

新型コロナウイルス対策にご協⼒をいただき、感謝申し上げます。 
 
４月２日（木）午後４時から、大阪府庁において「第 10 回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議」

が開催され、「学校は 4 月の始業日から 5 月 6 日（水）までの間を臨時休業とすること」とあわせ、「臨時休
業期間中に登校日を設定すること」を市町村教育委員会へお願いすることが決定されました。 
 

その理由は、まず、４月１日に開催された政府の専門家会議において、「大阪は「感染拡大警戒地域」で
ある」とされ、「地域内の学校の⼀⻫臨時休業も検討すべき」とされたことです。また、大阪府の専門家の方か
らは、「大阪府の感染者増加傾向は東京都の状況に似ており、東京都とともに緊急事態宣言が出されると予
測される」「現在も流⾏拡大傾向が⾒られる大阪府においても、登校再開に慎重であるべき」とのご意⾒をいた
だいています。 
 

こうしたことを踏まえ、学校の休業措置の解除は断念せざるをえないと判断いたしましたが、⻑引く休校が皆
さんの生活や学習にとって良い影響を及ぼすわけがありません。先生や友だちと話したり、休みの間、家でどのよ
うな学習をしたら良いのか等について聞いたりする時間を少しでも持てればと考えました。そこで、休業期間中で
あっても、１教室の人数を 20 人程度にするなど感染防止対策を講じたうえで、週１、２回程度の登校日を
設定し、子どもたちに対する課題提示や学習状況の確認、健康状態の把握などを⾏っていただければと考えて
います。その回数や内容などについては、それぞれの市町村、学校の実情に合わせて創意工夫を凝らしていた
だきたいと考えています。 
 

前回も申し上げましたが、感染の状況に応じた取組みを適切に実施することがとても重要であり、現時点は、
感染が爆発的に拡大するかどうかの瀬⼾際が続いている状況です。 

私は、どのような局面にあっても、教育⾏政としては、子どもたちの安全と保護者の皆さんの安心を最優先す
ることが基本だと考えています。いわゆる「⼀⻫休校」が感染の拡大防止にどれほどの効果があるかというエビデ
ンス（根拠となる数値）がとれているわけではありません。裏返して言うと、学校を再開したときに子どもたちにど
れほどの危険が及ぶかということも予測できないということです。そして、現段階で学校におけるクラスター（小規
模集団感染）は発生していません。こうしたことから、子どもたちの安全のために休校を継続するという決定にい
たりました。 
 

学校の再開を楽しみにされていた皆さんには、大変申し訳ないことになりました。お詫び申し上げますとともに、
ご理解とご協⼒をお願い申し上げます。 

 
令和 2 年４月３日（⾦） 

大阪府教育⻑ 酒井 隆⾏ 
 

    

 

 

次のいずれかに該当する場合は、豊中市保健所新型コロナウイルス感染症コールセンター（06-
6151-2603】に連絡してください。 
・風邪の症状や 37.5℃以上の発熱が 4 日以上続いている方（解熱剤を飲み続けている期間を含む） 
・強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある方  
※基礎疾患のある方は、上記のいずれかの状態が２日程度続く場合 
※医療機関を受診する際は、他の人との接触（公共交通機関の利用等）をできるだけ避け、マス

クの着用、手洗いや咳エチケット（咳やくしゃみをする時は、マスクやティッシュを使って口
や鼻をおさえる）の徹底をお願いします。 


